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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧スタンプであって：
　第一のスタンプ部材であって、
　第一のスタンプ部材本体；
　該第一のスタンプ部材本体から突出して、使用者の肌にスタンプするように構成されて
いる第一のスタンプ；及び
　該第一のスタンプ部材本体から突出して、使用者が使用者の肌に該第一のスタンプ部材
を当てる間、使用者が手で握るように構成されている第一の持ち手；を含む、前記第一の
スタンプ部材、及び
　第二のスタンプ部材であって、
　第二のスタンプ部材本体；
　該第二のスタンプ部材本体から突出して、使用者の肌にスタンプするように構成されて
いる第二のスタンプ；及び
　前記第一の持ち手とは分離された第二の持ち手であって、前記第二のスタンプ部材本体
から突出して、使用者が使用者の肌に前記第一のスタンプ部材とは別に前記第二のスタン
プ部材を当てる間、使用者が手で握るように構成されている第二の持ち手;を含む、前記
第二のスタンプ部材、
を含み、
　前記第一のスタンプ部材及び前記第二のスタンプ部材が一緒に配置されているとき、前
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記第一の持ち手と前記第二の持ち手とで取っ手を形成する、化粧スタンプ。
【請求項２】
　スタンプ入れを更に含み、前記第一のスタンプ部材及び前記第二のスタンプ部材が該ス
タンプ入れに一緒に配置されているとき、前記第一の持ち手と前記第二の持ち手とで前記
取っ手を形成する、請求項１に記載の化粧スタンプ。
【請求項３】
　前記第一の持ち手が前記第一のスタンプの形状と同様の右眉毛の形状を有し、前記第二
の持ち手が前記第二のスタンプの形状と同様の左眉毛の形状を有している、請求項１に記
載の化粧スタンプ。
【請求項４】
　スタンプ入れ；及び
　該スタンプ入れに蝶番で装着され、且つスタンプ物質を有する平板を保持するか又はス
タンプ物質を収容するへこみを含む入れ物の蓋を更に含む、請求項１に記載の化粧スタン
プ。
【請求項５】
　楕円の形状、又は卵の形状のスタンプ入れを更に含む、請求項１に記載の化粧スタンプ
。
【請求項６】
　前記第一のスタンプ部材が、前記第一のスタンプ部材本体から第一の長手方向に延在す
る突出部、及び前記スタンプを収容する隙間を含むスタンプホルダーを更に含む、請求項
１に記載の化粧スタンプ。
【請求項７】
　前記突出部の全体が、前記第一のスタンプ部材本体の端で形成される境界線の中に位置
しており、前記スタンプホルダーの全体が、該突出部の端で形成される別の境界線の中に
位置している、請求項６に記載の化粧スタンプ。
【請求項８】
　前記第一のスタンプが着脱可能であり、別のスタンプと取り換えられるように構成され
ている、請求項１に記載の化粧スタンプ。
【請求項９】
　前記第一のスタンプが、発泡体、ゴム、プラスチック、又は高分子材料のいずれかであ
る、請求項１に記載の化粧スタンプ。
【請求項１０】
　スタンプ入れ；
　第一の持ち手を含み、且つ該スタンプ入れに収容される第一のスタンプ部材；
　第二の持ち手を含み、且つ該スタンプ入れに収容される第二のスタンプ部材；及び
　該スタンプ入れに設けられ又は収容されるスタンプ物質を含む、化粧スタンプであって
、
　前記第二の持ち手は前記第一の持ち手とは分離され、
　前記第一の持ち手は、使用者が使用者の肌に前記第一のスタンプ部材を当てる間、前記
第二の持ち手とは別々に使用者が手で握るように構成されており、
　前記第二の持ち手は、使用者が使用者の肌に、前記第一のスタンプ部材とは別に前記第
二のスタンプ部材を当てる間、使用者が手で握るように構成され、
　前記第一のスタンプ部材及び前記第二のスタンプ部材が前記スタンプ入れに配置されて
いるとき、前記第一の持ち手と前記第二の持ち手とで取っ手を形成する、前記化粧スタン
プ。
【請求項１１】
　前記スタンプ入れが蓋を含み、且つ前記スタンプ物質が該スタンプ入れの蓋に固定され
ている、請求項１０に記載の化粧スタンプ。
【請求項１２】
　前記第一のスタンプ部材がスタンプを含み、且つ前記第一の持ち手が前記スタンプの形
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状と同様の形状を有する、請求項１０に記載の化粧スタンプ。
【請求項１３】
　前記スタンプ入れが楕円の形状、又は卵の形状を有する、請求項１０に記載の化粧スタ
ンプ。
【請求項１４】
　前記第一のスタンプ部材が、該第一のスタンプ部材の本体から延在する突出部、及びス
タンプを収容する隙間を含むスタンプホルダーを更に含む、請求項１０に記載の化粧スタ
ンプ。
【請求項１５】
　前記突出部の全体が前記第一のスタンプ部材の端で形成される境界線の中に位置してお
り、前記スタンプホルダーの全体が該突出部の端で形成される別の境界線の中に位置して
いる、請求項１４に記載の化粧スタンプ。
【請求項１６】
　化粧スタンプを使用する方法であって、
　スタンプ入れ、
　第一の持ち手を含み、且つ前記スタンプ入れに収容される第一のスタンプ部材、
　第二の持ち手を含み、且つ前記スタンプ入れに収容される、前記第一のスタンプ部材と
は別の第二のスタンプ部材、及び
　前記スタンプ入れに固定されたスタンプ物質を含む、前記化粧スタンプを準備する工程
；
　前記スタンプ入れから前記第一のスタンプ部材又は前記第二のスタンプ部材のうち少な
くとも一つを取り外す工程；
　前記第一のスタンプ部材又は前記第二のスタンプ部材のうち少なくとも一つを該スタン
プ物質に押し当てる工程；並びに
　前記第一のスタンプ部材又は前記第二のスタンプ部材のうち少なくとも一つをもう一方
とは別々に使用者の肌に当てる工程を含み、
　前記第一のスタンプ部材が、第一のスタンプホルダー及び着脱可能な第一のスタンプを
含み、且つ前記第二のスタンプ部材が、第二のスタンプホルダー及び着脱可能な第二のス
タンプを含み、
　前記第一のスタンプを前記第一のスタンプホルダーから取り外す工程；
　前記第二のスタンプを前記第二のスタンプホルダーから取り外す工程；
　前記第一のスタンプの向きを反転して、前記第一のスタンプを該第二のスタンプホルダ
ーに挿入する工程；及び
　前記第二のスタンプの向きを反転して、前記第二のスタンプを該第一のスタンプホルダ
ーに挿入する工程を更に含む、前記方法。
【請求項１７】
　前記第一のスタンプ部材が着脱可能なスタンプを含み、該着脱可能なスタンプを別のス
タンプに取り替える工程を更に含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第一のスタンプ部材本体が、前記第一の持ち手から前記第一のスタンプに延在する
方向に第一の幅及び第一の長さを有し、該第一の長さは該第一の幅よりも大きく、
　前記第二のスタンプ部材本体が、前記第二の持ち手から前記第二のスタンプに延在する
方向に第二の幅及び第二の長さを有し、該第二の長さは該第二の幅よりも大きく、
　前記第一のスタンプ部材及び前記第二のスタンプ部材が前記スタンプ入れに配置された
ときに、前記第一のスタンプ部材本体及び前記第二のスタンプ部材本体が、前記第一の長
さ及び前記第二の長さに沿ってそれぞれ互いに向き合う、請求項２に記載の化粧スタンプ
。
【請求項１９】
　前記スタンプ入れが、該スタンプ入れの中央長手方向軸にわたって延在し且つ前記スタ
ンプ入れを左と右のスタンプ受入口でふたつの区画に分ける中間壁を含む、請求項２に記
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載の化粧スタンプ。
【請求項２０】
　前記スタンプ入れが、前記第一のスタンプ部材と適切に嵌合する上部溝を含む、請求項
１９に記載の化粧スタンプ。
【請求項２１】
　前記第一のスタンプ部材が、前記スタンプ入れの前記上部溝及び前記中間壁と適切に嵌
合する突出部を含む、請求項２０に記載の化粧スタンプ。
【請求項２２】
　前記平板が、金属の平板またはプラスチック製の平板である、請求項４に記載の化粧ス
タンプ。
【請求項２３】
　前記スタンプ入れが、前記スタンプ物質を保持する表面にわたって位置する平面を含み
、該平面は恒久的に装着されるか又は着脱可能な反射部材を含む、請求項４に記載の化粧
スタンプ。
【請求項２４】
　前記反射部材が鏡である、請求項２３に記載の化粧スタンプ。
【請求項２５】
　前記第一のスタンプ部材本体が、別の蓋として作用し、且つ前記スタンプ入れの他方の
側面を覆う、請求項４に記載の化粧スタンプ。
【請求項２６】
　前記第一のスタンプ以外の前記第一のスタンプ部材が、全体を透明なプラスチック材料
で形成される、請求項１に記載の化粧スタンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本件出願は、米国特許仮出願番号第62/321,884号（2016年4月13日出願）の優先権を主
張し、その内容は全体があらゆる目的で本明細書に参考として組み込まれる。
【０００２】
（連邦政府資金による研究開発の記載）
　適用なし。
【０００３】
（コンパクトディスク添付参照）
　適用なし。
【背景技術】
【０００４】
（１．発明の分野）
　本明細書は、ひとつ以上のスタンプ部材、該ひとつ以上のスタンプ部材を収納するスタ
ンプ入れ、及びスタンプ物質を含む化粧スタンプに関する。更に、化粧スタンプの使用方
法について記載する。例えば、化粧スタンプは、ふたつのスタンプ部材及びひとつのスタ
ンプ物質を使用して左右の化粧眉毛を当てるのに使用される眉毛スタンプである。
【０００５】
（２．先行技術）
　化粧スタンプは一般に消費者によって様々な用途に使用される。例えば、化粧眉毛、化
粧口紅、又は化粧髭などをスタンプするために使用される。化粧スタンプを使用する場合
、使用者は一般に特定のデザインを有するスタンプ、該スタンプにインクを塗布するため
のスタンプ塗布用ペン、及び該スタンプを保持する容器を購入する。これらの器具は別々
に販売されており、別々の容器で提供されている。該スタンプを使用するために、使用者
は一般に、スタンプ塗布用ペンを使用して化粧スタンプの表面にインクを塗布するという
込み入った工程を行う。
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【０００６】
　化粧スタンプを使用して肌に着けた後、化粧スタンプは通常込み入った工程を用いて洗
浄される。眉毛のデザイン部分をその土台から取り外して、石鹸及び水で洗浄してもよい
。眉毛スタンプを洗浄するために通常眉毛ブラシが提供される。次いで該眉毛スタンプを
その土台に再度装着しなくてはならない。更に、スタンプ塗布用ペンも手入れを必要とす
る。ペンは、その先端が保湿され乾燥を防ぐために、カップ又はフォルダー内で先端を下
にして保管されることが望ましい。更に、ペンの先端が乾燥した場合は、ペンの先端が再
水和するまでペンの先端を下にして保管しなくてはならない。
【発明の概要】
【０００７】
（図面の各図の説明）
　上記概要は、以下の詳細な説明と同様に、添付の図面と共に一読すれば、より理解され
る。説明のために、本願発明の特定実施態様は図面に例示されている。しかしながら、本
願発明は例示されている詳細な配置及び手段に限らないことを理解すべきである。添付の
図面は本明細書に組み込まれて一部を構成して、本願発明にかかるシステム及び器具の実
施を例示しており、本明細書の記載と共に、本願発明にかかる利点及び原則を説明するた
めのものである。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図1は、ひとつ以上のスタンプ部材を含む化粧スタンプの実施例の斜視図を示す
。
【０００９】
【図２】図2は、ひとつ以上のスタンプ部材を含む化粧スタンプの実施例の別の斜視図を
示す。
【００１０】
【図３】図3は、スタンプを有しないスタンプ部材の実施例の底面図を示す。
【００１１】
【図４】図4は、スタンプを有しないスタンプ部材の実施例の斜視図を示す。
【００１２】
【図５】図5は、スタンプを有しないスタンプ部材の実施例の側面図を示す。
【００１３】
【図６】図6は、化粧スタンプのスタンプ入れの実施例の下方斜視図を示す。
【００１４】
【図７】図7は、化粧スタンプのスタンプ入れの実施例の上方斜視図を示す。
【００１５】
【図８】図8は、スタンプを有する化粧スタンプのスタンプ部材の実施例の斜視図を示す
。
【００１６】
【図９】図9は、スタンプを有する化粧スタンプのスタンプ部材の実施例の底面図を示す
。
【００１７】
【図１０】図10は、閉鎖配置における化粧スタンプの実施例の斜視図を示す。
【００１８】
【図１１】図11は、閉鎖配置における化粧スタンプの実施例の斜視図を示す。
【００１９】
【図１２】図12は、閉鎖配置における化粧スタンプの実施例の斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
(発明の詳細な説明)
　本願発明の少なくとも一つの実施例を詳細に説明する前に、本願発明がその適用におい
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て以下の明細書に記載されるか又は図面に示される構成の詳細及び構成要素の配置に限定
されないことを理解するべきである。本図面及び本明細書の記載には、いかなる当業者も
発明の保護が求められる本願発明を作成及び使用できるよう教示されている。本願発明は
、他の実施態様が可能であり、且つ様々な方法で実施又は実行されることが可能である。
当業者は、明確化及び理解のために商業的実施態様のすべての特徴が示されているわけで
はないことを理解する。更に、当業者は、本願発明の態様を組み込んだ実際の商業的実施
態様の発展には、数多くの実施が必要とされること、すなわち商業的実施態様のために開
発者が究極の目標を達成するという具体的な決断が必要とされることを理解する。このよ
うな努力は複合的なものであり、且つ時間を消費するものであるが、それにも関らず、こ
のような努力は本願発明の開示の利益を享受する当業者が日常的に行うことである。
【００２１】
　更に、本明細書で使用される表現及び用語は説明を目的とするものであり、限定される
ものではないことを理解するべきである。例えば、単称名辞、例えば「ひとつの（ａ）」
は、品目の数を限定するために使用されているのではない。更に、関連用語、例えばこれ
らの用語に限られるわけではないが、「上（top)」、「底（bottom）」、「左（left）」
、「右（right）、「上部の（upper）」、「下部の（lower）」、「下（down）」、「上
（up）」、「横（side）」などは、本明細書において、図面との特定の関係における明確
化のために使用されており、本願発明又は添付の特許請求の範囲を限定することを意図し
ない。更に、本願発明のいかなる特徴も単独で使用されてよく、又は他の特徴と組み合わ
せて使用されてもよいことを理解すべきである。本願発明の他のシステム、方法、特徴及
び利点は、本願の図面及び詳細な説明を精査すれば当業者には明らかであり、若しくは明
らかになる。すべての当該付加されたシステム、方法、特徴、及び利点は、本明細書に含
まれているものであり、本願発明の範囲内であり、且つ添付の特許請求の範囲によって保
護されるものであることが意図されている。
【００２２】
　図1は、ひとつ以上のスタンプ部材120を含む化粧スタンプ100の実施例の斜視図を示す
。図1を参照すると、化粧スタンプ100は、ひとつ以上のスタンプ部材120を収納するスタ
ンプ入れ110を含む。
【００２３】
　本実施例において、化粧スタンプ100は、化粧眉毛を使用者の顔に当てるための眉毛ス
タンプである。また、本実施例においては、ふたつのスタンプ部材120が使用され、一方
のスタンプ部材120は右の眉毛のための形状を有し、第二のスタンプ部材120は左の眉毛の
ための異なる形状を有する。しかしながら、当業者は本発明がこれらに限定されないこと
を理解するべきである。例えば、化粧スタンプ100は、ひとつのスタンプ部材120のみを含
んでもよく、又は3以上のスタンプ部材120を含んでもよい。更に、化粧スタンプ100は、
化粧スタンプの異なる用途、例えば使用者の肌に対して髭又は他の顔の造作をスタンプす
るなどの用途に使用してもよい。更に、スタンプ部材120は、左又は右の眉毛若しくは異
なる髭の形状の異なるスタンプの形状を有してもよいが、スタンプ部材120はすべて同じ
スタンプの形状を有してもよいことを理解すべきである。
【００２４】
　更に、図1に示される実施例を参照すると、スタンプ入れ110は、入れ物本体112、スタ
ンプ部材120を収容するスタンプ受入口114、及びスタンプ入れ110を覆うための入れ物蓋1
16を含む。図2を参照して更に詳細に記載するが、スタンプ入れ110はスタンプ物質118も
収納し、且つスタンプ物質118は入れ物蓋116の裏面に位置してもよい。更に、スタンプ入
れ110は、スタンプ部材120と適切に嵌合し、且つスタンプ部材120をスタンプ入れ110に固
定する上部溝115を含む。本実施例において、中間壁119は、スタンプ入れ110の中心の長
手方向軸にわたって延在し、且つスタンプ入れ110を左と右のスタンプ受入口114でふたつ
の区画に分けている。
【００２５】
　また、化粧スタンプ100はスタンプ部材120を含む。ひとつ以上のスタンプ部材120のそ
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れぞれは、スタンプ部材120を保持する持ち手122、別の蓋として作用し、且つスタンプ入
れ110の他方の側面を覆うスタンプ部材本体124、スタンプ入れ110の上部溝115及び中間壁
119と適切に嵌合する突出部126（図1には示されていないが、以下詳細に記載される）、
隙間129（図1には示されていないが、以下詳細に記載される）を有するスタンプホルダー
128、及びスタンプホルダー128の隙間129に位置するスタンプ130を含む。
【００２６】
　図2は、ひとつ以上のスタンプ部材120を含む化粧スタンプ100の実施例の別の斜視図を
示す。図１に関連して上で述べたように、化粧スタンプ100は、入れ物本体112及び入れ物
蓋116を有するスタンプ入れ110を含む。
【００２７】
　入れ物蓋116は、その裏面にスタンプ物質118を保持してもよい。例えば、入れ物蓋116
の裏面は、スタンプ物質118を有する平板（示されていない）を保持するためのくぼみを
含んでもよく、又はスタンプ物質118を入れ物蓋116のくぼみに直に直接取り付けてもよい
。該平板は、望ましくは、入れ物蓋116のくぼみに、例えば、糊又は他の接着剤を用いて
恒久的に装着される金属の平板であるが、着脱可能な平板でもよく、プラスチックなどの
他の材料で作成されてもよい。スタンプ物質が蓋116の裏面と実質的に平面である表面を
形成するように、スタンプ物質は蓋116の表面まで平板全体を満たしてもよい。好ましい
実施例において、該スタンプ物質は、使用者がスタンプ130の面をスタンプ物質118に当て
るまで該平板から外れない固体面を形成する圧縮材料である。
【００２８】
　更に、図2は異なる斜視図でスタンプ部材120を示す。各スタンプ部材120は、持ち手122
、スタンプ部材本体124、突出部126、スタンプホルダー128、及びスタンプ130を含む。突
出部126は、スタンプ部材本体124内の下方部から延在してもよく、スタンプホルダー128
とスタンプ130の周りに境界線を形成してもよい。
【００２９】
　図3～5はそれぞれ、スタンプ130を有しないスタンプ部材120の実施例の底面図、斜視図
、及び側面図を示す。
【００３０】
　図3及び図4を参照すると、突出部126はスタンプ部材本体124の端で形成された境界線の
中に完全に納められており、スタンプホルダー128は突出部126によって形成される境界線
の中に完全に納められている。スタンプ部材本体124と突出部126との両方は、突出部126
の方が小さいが、同一の半円形又は半楕円形であってもよいので、ふたつのスタンプ部材
120が一緒になって円形又は楕円形を形成している。該ふたつのスタンプ部材120の円形又
は楕円形は、以下により詳細に記載するように、入れ物本体112の形状及び化粧スタンプ1
00の全体の形状と対応している。
【００３１】
　図5を参照すると、スタンプ部材120の側面図が示されている。本実施例において、スタ
ンプ部材本体124は、持ち手122、突出部126、及びスタンプホルダー128よりもスタンプ部
材120の中心軸ｙから更に外側へ且つ内側へ延在している。突出部126は、スタンプホルダ
ー128よりも中心軸ｙから更に外側へ且つ内側へ延在している。更に、本実施例において
、スタンプホルダー128は、持ち手122よりも中心軸ｙから更に外側へ延在してもよい。
【００３２】
　持ち手122は、使用者がスタンプ部材120を手で握ることができる多くの異なる形状及び
大きさを有してもよい。一実施例において、持ち手122は、スタンプホルダー128又はスタ
ンプ130と実施的に同様の又は同一の形状及び/又は大きさを有してもよいが、中心軸ｙに
沿ってより長い高さの伸長部分を有してもよい。更に、持ち手122は、同じ形状であって
もよいが、より小さい形状を有してもよい。スタンプホルダー128又はスタンプ130と同じ
又は同様の形状及び/又は大きさを有することによって、使用者は持ち手122を確かめるだ
けでスタンプの形状及び/又は大きさを判断することができる。例えば、化粧スタンプ100
が小売店の棚に置かれているとき、使用者は持ち手120を見るだけで化粧スタンプ100を開
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封することやスタンプ入れ110を開けることなく、スタンプ130の形状及び/又は大きさを
判断することができる。更に、より好ましい実施例において、使用者がスタンプ部材本体
124の中を見て、スタンプ入れ110を開けることなくスタンプ130を見ることができるよう
に、スタンプ130を除くスタンプ部材120は、全体を透明なプラスチック材料で作成する。
【００３３】
　図6は、化粧スタンプ100のスタンプ入れ110の実施例の下方斜視図を示す。化粧スタン
プ100は、入れ物本体112及びスタンプ物質118を保持する入れ物蓋116を有するスタンプ入
れ110を含む。更に、スタンプ入れ110は、入れ物蓋116を入れ物本体112に装着する蝶番13
1、及び閉鎖配置で入れ物蓋116を入れ物本体112に固定するための固定部材113、117を含
む。
【００３４】
　更に、図6に示されるように、スタンプ入れ110は、スタンプ物質118を保持する表面に
わたって位置している平面111を含む。本実施例において、図に示されるように、平面111
は、入れ物本体112の底に位置し、且つ入れ物蓋116の上面にわたって位置する。しかしな
がら、平面111が入れ物蓋116の上面に且つスタンプ物質118が入れ物本体112の底面に位置
することもできるように、スタンプ物質118は平面111と位置の入れ替えが可能であること
を理解すべきである。一実施例において、平面111は、恒久的に装着されるか又は着脱可
能な鏡又は反射部材（示されていない）を含むこともできる。更に、該鏡又は反射部材を
、清潔に保ち且つスタンプ物質118から離れた位置に保つために、該平面と同じ形状を有
する分離ティッシュペーパーなどの紙を該ふたつの表面の間に配置してもよい。
【００３５】
　図7は、化粧スタンプ100のスタンプ入れ110の実施例の上方斜視図を示す。好ましい実
施例において、各スタンプ130は、眉毛の形状と同様の三日月のような形状を有している
ので、化粧スタンプ100の楕円の形状、卵の形状は、各スタンプ130を収納するための最小
の形状を提供する。より好ましい実施例において、入れ物本体112は、中間壁119と並行し
ている中心の長手方向軸ｚに沿って更に延在している。したがって、該ふたつの三日月の
ような形状のスタンプ130は、スタンプ受入口114の中でくぼみ側に向き合わせて配置され
たときに、楕円の形状、卵の形状を有する入れ物本体112において最も隙間なく適合する
。
【００３６】
　更に図7を参照すると、入れ物本体112は、スタンプ部材120の突出部126の外面に形成さ
れたひとつ以上の隆起部（示されていない）を収容するために上部溝115に沿って延在す
る刻み目133を含む。該ひとつ以上の隆起部と刻み目133との相互作用によって、スタンプ
部材120と入れ物本体112との装着が更に固定される。すなわち、該ひとつ以上の隆起部が
刻み目133と適切に嵌合して、スタンプ部材120を入れ物本体112に更に固定することがで
きる。更に、境界線132が蓋116の外面上に形成され、蓋116を内側の円形表面と外側の円
形表面とに分けている。一実施例において、化粧スタンプ100のラベルは該内側の円形表
面に貼ってもよく、該内側の円形表面は外側の円形表面に対して凹みを有してもよい。
【００３７】
　図8は、スタンプ130を有する化粧スタンプ100のスタンプ部材120の実施例の斜視図を示
す。図9は、スタンプ130を有する化粧スタンプ100のスタンプ部材120の実施例の底面図を
示す。
【００３８】
　図8及び図9を参照すると、スタンプ130は、スタンプ部材120のスタンプホルダー128の
中に着脱可能に挿入される。スタンプ130は、スタンプホルダー128と実質的に同様の形状
及び大きさを有しているので、スタンプホルダー128に挿入されることを受けて、スタン
プ130は、スタンプ130とスタンプホルダー128との間の摩擦力によってスタンプ部材120に
確実に装着される。ふたつのスタンプ部材120はそれぞれが左右の眉毛の各スタンプの形
状を有してもよく、スタンプ130は、片方の側が右の眉毛用であり他方の側が左の眉毛用
である反転可能で左右対称である形状を両側に有しているので、ひとつのスタンプ部材12
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0の眉毛スタンプ130は、他方のスタンプ部材120と共に使用することできる。すなわち、
各スタンプ130は、使用者の便宜のためにスタンプ部材120間で入れ替えをすることができ
る反転可能なスタンプである。更に、スタンプ130は着脱可能であり、要するに、スタン
プ130は異なるスタンプ130と取り換えてもよい。
【００３９】
　より好ましい実施例において、スタンプ130は、発泡材料から作成され、平面であり且
つ滑らかなスタンプ表面を有する。別の実施例において、スタンプ130は、他の材料、例
えば、ゴム、プラスチック、又は高分子材料から作成されてもよい。更にスタンプ130は
、様々な眉毛の質感などの質感のあるスタンプ表面を有してもよい。更なる別の実施例に
おいて、スタンプ130は、片側がスタンプホルダー128と適切に嵌合するようなスタンプホ
ルダー128と実質的に同様の形状及び大きさを有しており、他方側が異なる形状及び大き
さを有している、異なるスタンプ表面を両側に有してもよい。スタンプホルダー128と実
質的に同様の形状及び大きさを有する側は、該スタンプ表面が使用されているときにスタ
ンプホルダー128と嵌合するように、異なる形状及び大きさを有している側よりも厚いも
のであってよい。
【００４０】
　図10、11、12は、閉鎖配置における化粧スタンプ100、400、500の実施例の斜視図を示
す。図10を参照すると、化粧スタンプ100は、取っ手のような形状を共に形成する持ち手1
22を有するスタンプ部材120を有してもよい。図11及び12を参照すると、化粧スタンプ400
、500は、スタンンプ部材420、520のスタンプと同じ形及び大きさを有する持ち手422、52
2を有するスタンンプ部材420、520を有してもよい。化粧スタンプ400は、通常の眉毛の形
状を当てるのに使用してもよく、一方化粧スタンプ500は、繊細な眉毛の形状を当てるの
に使用してもよい。上記の通り、一実施例において、化粧スタンプ100、 400、500が閉鎖
配置にあるとき、使用者がスタンプ部材120、420、520に保持されているスタンプを見る
ことができるように、スタンプ部材120、420、520は、全体が透明な材料で作成されても
よい。
【００４１】
　一実施例において、化粧スタンプ100は、スタンプ入れ110及びひとつ以上のスタンプ部
材120を含むように提供されてもよい。使用者はスタンプ部材120をスタンプ入れ110から
取り出し、蓋116を開けて、スタンプ部材120のスタンプ130の表面をスタンプ物質118に押
し付け、且つ使用者の肌にスタンプ130を当てることによって、スタンプを当ててもよい
。例えば、使用者は、スタンプ130を使用者の肌に当てている間、鏡、例えば、平面111上
の鏡を使用してもよい。使用者は、第二のスタンプ部材120を使用して第二のスタンプの
形状を使用者の肌に当てるために前記工程を繰り返してもよい。例えば、第一のスタンプ
の形状は、右の眉毛の形状であってもよく、第二のスタンプの形状は、左の眉毛の形状で
あってもよい。スタンプ130が摩耗したら、使用者は、該スタンプを、別途購入するか又
は複数の別の取り換え可能なスタンプ130を含むパッケージの中の、他のスタンプと取り
替えてもよい。別の実施例において、ふたつのスタンプ部材120のふたつのスタンプ130が
摩耗したら、使用者は、使用済みの面をスタンプホルダー128に対して内側に向けるため
に該ふたつのスタンプ130の向きを反転してもよく、スタンプ130を他方のスタンプ部材12
0とともに使用するためにスタンプ部130を入れ替えてもよい。
【００４２】
　一態様において、化粧スタンプ100の利点には、ひとつ以上のスタンプ及びスタンプ物
質を含むオールインワンのキットを提供することが含まれることを理解すべきである。他
の利点には、容易に使用され、即座に且つ迷うことなく化粧スタンプを当てるように構成
されている製品を提供することが含まれる。更に、化粧スタンプ100は、清潔に保つこと
が容易であり、且つ取り替えが可能なスタンプ130を有する。更に、化粧スタンプ100は、
持ち運びが容易であり、使用者が片手を使って握ってもよく、携帯に便利である。化粧ス
タンプ100の利点が本明細書に記載されたものに限定されることなく、本願発明の利点の
実施例に過ぎないことが当業者に理解されるべきである。
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【００４３】
　上記の実施態様をその広い発明的概念から逸脱することなく変更し得ることが当業者に
理解される。したがって、本明細書に開示された発明は、特定の実施態様に限定されるも
のではないことが理解されるが、添付の特許発明の範囲により定義される本願発明の要旨
及び範囲内で変更が含まれることが意図されている。
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